
徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機

関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
十
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定

に
係

る

指

定

に

係

る

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
の
種
類

廃
止
年
月
日

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

医
療
法
人
仁
寿
会

徳
島
市
北
島
田
町
一
丁
目
一

東
洋
病
院
在
宅
ケ

徳
島
市
北
島
田
町
一
丁
目
一

居
宅
介
護
支
援

令
和
六
年
八
月

六
〇
―
二

ア
セ
ン
タ
ー
・
ヘ

六
〇
―
二

三
十
一
日

ル
ス
パ
ー
ク


